
第  80  号議案  

神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の件  

 神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定す

る。  

令和２年 11月 27日提出  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例  

 （職員の給与等に関する条例の一部改正）  

第１条  神戸市職員の給与等に関する条例（昭和 26年３月条例第８号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については，次のとおりとする。  

  ⑴  改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは，当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

⑵  改正部分のみ存在するときは，当該改正部分を削る。  

⑶  改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   













































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

























































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
 
 
 

 





















































































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   













































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

























































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
 
 
 

 





















































































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   














































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

























































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
 
 
 

 

































































































































































   





 









 





 

















 


   





 









 





 















 


   

 



 







 

 











 



 





 

 



















 







 











 

















 


 

 

 



  



 

 



















   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   













































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

























































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
 
 
 

 
 
 
 

























































































































 
 
 
 

 
 
 
 

 



























   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   















































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

























































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
 
 
 

 
 
 
 

























































































































 
 
 
 

 
 
 
 

 



























   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   














































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
























































































































   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
 
 
 

 
 
 
 

























































































































 
 
 
 

 
 
 
 

 




























 



  



 

 

 

 

  



 





  





  



 

 

 

 

   



   



 











 









 

 



  





 

 

 

 

   

   



 









 

 











 

 



  



 

 

 

   

 









 



 

 



  

 

 



   

    







  

  

 



































 



 



  



















  







 





































    





 

第 80 号議案 神戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の件（概要） 

 

人事・給与制度改革 

これからの社会情勢や職員に求められる業務を踏まえ、「職員が能力を最大限に発揮できる環境づ

くり」と「これからの市政を担う将来有望な人材の確保」を目指し、頑張っている職員が真に報わ

れる人事・給与制度の見直しとして、より一層職務職責を反映した給与体系を再構築する。 

 

１．級別の役割の再整理  

中堅・ベテラン職員がその長年培った経験・能力を発揮しやすい職場環境づくりを進め、組織

力向上を図るため、担当者（現行の３・４級職員）の級別の役割を中堅・ベテラン職員として求

められる役割に再整理する。 

① 現行４級の「主任」の職務を廃止 

② 担当者の役割の再整理（基準となる職務の変更） 

【新３級】責任ある中堅職員としての職 

【新４級】係長又は担当係長等を補佐する職 

※現行３・４級の職員を新３級に整理。新４級への昇格については、現行４級在職者も含め選考。 

 

２．給与体系の再構築 

新３・４級について、再整理した役割を踏まえ、給与カーブのフラット化（各職務の級内の若

年層の処遇改善と高齢層の引き下げ）等を行う。 

① 給与カーブのフラット化 

・給料月額の最高額： 

(現行４級)397,600円 ⇒ (新３級)359,500円、(新４級)386,700円 

・職務の級内の若年層の処遇改善： 

新３級で 20代後半～30代、新４級で 40代前半の給料月額を令和４年度までに最大 5,000

円程度引上げ。 

② 係長級の処遇改善 

・令和４年度より段階的に給料月額を１万円引上げ。 

③ 期末勤勉手当 

・基準となる職務の変更に伴う期末勤勉手当の職務段階別加算に関する整理。 

④ 経過措置 

・制度見直し後の給料月額が令和３年３月 31日時点の給料月額を下回る場合は、令和３年３

月 31日時点の月額により、給料・退職手当等の算定・支給を行う。 

 

３．実施時期 

  令和３年４月１日 


